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阿  久  根  市  
 

 



 



付  議  事  件 

 
 
 

報 告 

 

番 号 

件               名 ペ ージ 

２ 
専決処分の承認について 

（阿久根市税条例の一部を改正する条例） 
１ 

３ 
専決処分の承認について 

（阿久根市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 
６ 

４ 
専決処分の承認について 

（令和３年度阿久根市一般会計補正予算（第１５号）） 
別 冊 

５ 

専決処分の承認について 

（令和３年度阿久根市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）） 
別 冊 

６ 

専決処分の承認について 

（令和３年度阿久根市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）） 

議 案 

 

番 号 

件               名 ペ ージ 

２５ 令和４年度阿久根市一般会計補正予算（第２号） 別 冊 

 



 



報告第２号 

 

 

   専決処分の承認について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より，別紙のとおり専決処分したので，同条第３項の規定によりこれ

を報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

 

              阿久根市長  西  平  良  将     
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専決第２号 

 

 

   阿久根市税条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より，次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和４年３月３１日 

 

 

阿久根市長  西  平  良  将     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   専決処分する理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）が公布さ

れたことに伴い，阿久根市税条例の一部改正について専決処分する。 
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阿久根市条例第１２号 

 

   阿久根市税条例の一部を改正する条例 

 

阿 久 根 市 税 条 例 （ 昭 和 ４ ５ 年 阿 久 根 市 条 例 第 ３ ４ 号 ） の 一 部 を 次

のように改正する。 

 第４８条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８

第６２項」に，「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め，同条第

１５項中「第３２１条の８第６９項」を「第３２１条の８第７１項」

に改める。 

 附則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め，同

条第３項中「附則第１５条第１６項」を「附則第１５条第１５項」に

改 め ， 同 条 第 ４ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ３ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 

２ ２ 項 」 に 改 め ， 同 条 第 ５ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ４ 項 第 １ 号 」 を

「附則第１５条第２３項第１号」に改め，同条第６項中「附則第１５

条第２４項第２号」を「附則第１５条第２３項第２号」に改め，同条

第７項中「附則第１５条第２４項第３号」を「附則第１５条第２３項

第 ３ 号 」 に 改 め ， 同 条 第 ８ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ５ 項 第 １ 号 」 を

「附則第１５条第２４項第１号」に改め，同条第９項中「附則第１５

条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に改め，同条

第 １ ０ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 １ 号 イ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 

２６項第１号イ」に改め，同条第１１項中「附則第１５条第２７項第

１号ロ」を「附則第１５条第２６項第１号ロ」に改め，同条第１２項

中「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第１

号ハ」に改め，同条第１３項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を

「附則第１５条第２６項第１号ニ」に改め，同条第１４項中「附則第

１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条第２６項第２号イ」に改

め ， 同 条 第 １ ５ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 ２ 号 ロ 」 を 「 附 則 第 

１５条第２６項第２号ロ」に改め，同条第１６項中「附則第１５条第

２７項第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め，同条

第 １ ７ 項 中 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ２ ７ 項 第 ３ 号 イ 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 

２６項第３号イ」に改め，同条第１８項中「附則第１５条第２７項第
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３号ロ」を「附則第１５条第２６項第３号ロ」に改め，同条第１９項

中「附則第１５条第２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２６項第３

号ハ」に改め，同条第２０項中「附則第１５条第３０項」を「附則第

１５条第２９項」に改め，同条第２１項中「附則第１５条第３４項」

を「附則第１５条第３３項」に改め，同条第２２項中「附則第１５条

第３５項」を「附則第１５条第３４項」に改め，同条第２３項中「附

則 第 １ ５ 条 第 ４ ２ 項 」 を 「 附 則 第 １ ５ 条 第 ３ ９ 項 」 に 改 め ， 同 条 第 

２４項中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４３項」に改

め ， 同 条 中 第 ２ ６ 項 を 第 ２ ７ 項 と し ， 第 ２ ５ 項 を 第 ２ ６ 項 と し ， 第 

２４項の次に次の１項を加える。 

２５  法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合

は，４分の３とする。 

 附則第１０条の３第８項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止

改修等住宅」に，「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等

専有部分」に，「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」

に改め，同条第１０項中「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱

損失防止改修等住宅又は」に，「特定熱損失防止改修住宅専有部分」

を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に，「熱損失防止改修工事」

を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

 附則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る

令和４年度分の固定資産税にあっては，１００分の２ .５）」を加え

る。 

   附  則  

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き，この条例による改正後の阿久

根 市 税 条 例 の 規 定 中 固 定 資 産 税 に 関 す る 部 分 は ， 令 和 ４ 年 度 以 後

の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い て 適 用 し ， 令 和 ３ 年 度 分 ま で の 固 定

資産税については，なお従前の例による。 

２  令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された

地 方 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 １ 号 ） 第 １ 条
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の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 附

則 第 １ ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 施 設 又 は 設 備 に 対 し て 課 す る 固 定 資

産税については，なお従前の例による。 
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報告第３号 

 

 

   専決処分の承認について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より，別紙のとおり専決処分したので，同条第３項の規定によりこれ

を報告し，承認を求める。 

 

 

  令和４年５月２７日提出 

 

 

              阿久根市長  西  平  良  将     
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専決第３号 

 

 

   阿久根市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より，次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和４年３月３１日 

 

 

阿久根市長  西  平  良  将     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   専決処分する理由 

 地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和４年政令第１３３号）

が公布されたことに伴い，阿久根市国民健康保険税条例の一部改正に

ついて専決処分する。 
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阿久根市条例第１３号 

 

   阿久根市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 阿久根市国民健康保険税条例（昭和４５年阿久根市条例第３５号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「６３０,０００円」を「６５０,０００円」

に改め，同条第３項ただし書中「１９０,０００円」を「２００,００

０円」に改める。 

第２６条第１項中「６３０,０００円」を「６５０,０００円」に，

「１９０,０００円」を「２００,０００円」に改める。 

   附  則  

 （施行期日） 

１  この条例は，令和４年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２  この条例による改正後の阿久根市国民健康保険税条例の規定は，

令和４年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し，令和３

年度分までの国民健康保険税については，なお従前の例による。 
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